
令 和 ８ 年 安 曇 野 市 議 会  

３ 月 定 例 会  条 例 案 （ 追 加 ）  

 

条例改正等の趣旨・新旧対照表  

 



１ 

条例改正等の趣旨 

議案 件名 所管課 趣旨 

第 42 号 
安曇野市消防団員等公務災害補償条例の一部

を改正する条例 
危機管理課 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、次

に掲げる改正を行うもの 

(１) 消防作業従事者等の補償基礎額の最低額及び最高額の改正 

(２) 扶養親族のある消防団員等に係る補償基礎額の加算額の改正 

(３) 非常勤消防団員等に係る補償基礎額の改正 

(４) 附則に規定する年金たる損害補償の額に乗じる率及び休業補償の額に

乗じる率の改正 

第 43号 安曇野市介護保険条例の一部を改正する条例 高齢者介護課 

令和７年度税制改正において、給与所得控除について最低保障額を 55 万円

から 65 万円に引き上げる見直しが行われたため、一部の第１号被保険者にお

いて段階の移動が生じ、第９期介護保険事業計画中（令和６年度～８年度）の

保険料収入が減少する可能性がある。保険者の責めに帰さない保険料収入の不

足を可能な限り防ぐ観点から介護保険法施行令の規定について所要の改正が行

われたことを踏まえ、条例において所要の改正を行うもの 

第 44号 
安曇野市国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例 
国保年金課 

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴い、子育て世帯等

への支援給付の財源を確保する目的で、医療保険の保険料と併せて子ども・子

育て支援納付金分が徴収されるため、次に掲げる改正を行うもの 

(１) 子ども・子育て支援納付金課税額の所得割率、均等割額及び平等割額

に係る規定を新設 

(２) 所得が基準額以下の世帯及び出産被保険者に係る子ども・子育て支援

納付金課税額の軽減に係る規定を新設 

(３) その他字句体裁の整理 

 

 



議案第42号 安曇野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

〇安曇野市消防団員等公務災害補償条例（平成17年安曇野市条例第219号） 

改正後 改正前 

（補償基礎額） （補償基礎額） 

第５条 前条に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）は、療養補償及び介護

補償を除き、補償基礎額を基礎として行う。 

第５条 前条に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）は、療養補償及び介護

補償を除き、補償基礎額を基礎として行う。 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 ２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 

(１) 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾

病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態

となった場合には、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によ

り死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断により疾病の発生が確定

した日（以下「事故発生日」という。）において当該非常勤消防団員又は非常勤水

防団員が属していた階級及び当該階級に任命された日からの勤務年数に応じて別表

に定める額とする。 

(１) 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾

病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態

となった場合には、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によ

り死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断により疾病の発生が確定

した日（以下「事故発生日」という。）において当該非常勤消防団員又は非常勤水

防団員が属していた階級及び当該階級に任命された日からの勤務年数に応じて別表

に定める額とする。 

(２) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者（以

下「消防作業従事者等」という。）が、消防作業等に従事し、若しくは救急業務に

協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病

にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の

業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態と

なった場合には、１万円とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収入の

日額に比して公正を欠くと認められるときは、１万5,000円を超えない範囲内にお

いてこれを増額した額とすることができる。 

(２) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者（以

下「消防作業従事者等」という。）が、消防作業等に従事し、若しくは救急業務に

協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病

にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の

業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態と

なった場合には、9,700円とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収入

の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14,500円を超えない範囲内におい

てこれを増額した額とすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又は

消防作業従事者等（以下「非常勤消防団員等」という。）の事故発生日において、他

に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族と

し、扶養親族のある非常勤消防団員等については、前項の規定による金額に、第１号

に該当する扶養親族については１人につき433円を、第２号から第５号までのいずれ

かに該当する扶養親族については１人につき217円を、それぞれ加算して得た額をも

って補償基礎額とする。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又は

消防作業従事者等（以下「非常勤消防団員等」という。）の事故発生日において、他

に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族と

し、扶養親族のある非常勤消防団員等については、前項の規定による金額に、第１号

に該当する扶養親族については１人につき100円を、第２号に該当する扶養親族につ

いては１人につき383円を、第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族に

ついては１人につき217円を、それぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とする。 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿ 

(１) 配偶者（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。） 

(１) （略） (２) （略） 

(２) （略） (３) （略） 

(３) （略） (４) （略） 



改正後 改正前 

(４) （略） (５) （略） 

(５) （略） (６) （略） 

４ 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の４月１日から22歳に達する日以

後の最初の３月31日までの間にある子がいる非常勤消防団員等については、前項の規

定にかかわらず、167円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を

同項の規定による額に加算した額をもって補償基礎額とする。 

 

４ 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の４月１日から22歳に達する日以

後の最初の３月31日までの間にある子がいる非常勤消防団員等については、前項の規

定にかかわらず、167円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を

同項の規定による額に加算した額をもって補償基礎額とする。 

附 則 

 

附 則 

 

（他の法律による給付との調整） （他の法律による給付との調整） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となっ

た障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の

中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合（前項に規定する場合を除

く。）には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定（第19条の２

を除く。）による年金たる損害補償の額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる損害補

償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に

掲げる率を乗じて得た額（その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害

補償の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律に

よる年金たる給付の額を控除した残額を下回る場合には、当該残額）を支給し、その

額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があ

るときは、これを100円に切り上げる。 

２ 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となっ

た障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の

中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合（前項に規定する場合を除

く。）には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定（第19条の２

を除く。）による年金たる損害補償の額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる損害補

償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に

掲げる率を乗じて得た額（その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害

補償の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律に

よる年金たる給付の額を控除した残額を下回る場合には、当該残額）を支給し、その

額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があ

るときは、これを100円に切り上げる。 

１ 傷病補償年金

（第18条の２に規

定する公務上の災

害に係るものを除

く。） 

(１) 障害厚生年金等 0.88 

(２) 障害基礎年金（当該損害補償の事

由となった障害について平成24年一元

化法附則第37条第１項に規定する給付

のうち障害共済年金、平成24年一元化

法附則第61条第１項に規定する給付の

うち障害共済年金、平成24年一元化法

附則第79条に規定する給付のうち障害

0.88 

１ 傷病補償年金

（第18条の２に規

定する公務上の災

害に係るものを除

く。） 

(１) 障害厚生年金等 0.86 

(２) 障害基礎年金（当該損害補償の事

由となった障害について平成24年一元

化法附則第37条第１項に規定する給付

のうち障害共済年金、平成24年一元化

法附則第61条第１項に規定する給付の

うち障害共済年金、平成24年一元化法

附則第79条に規定する給付のうち障害

0.88 



改正後 改正前 

共済年金又は厚生年金保険制度及び農

林漁業団体職員共済組合制度の統合を

図るための農林漁業団体職員共済組合

法等を廃止する等の法律（平成13年法

律第101号）附則第２条第１項第２号

に規定する旧農林共済法（以下この表

において「旧農林共済法」という。）

による障害共済年金（以下この表及び

第５項の表において「平成24年一元化

法改正前国共済法等による障害共済年

金」という。）が支給される場合を除

く。） 

２ 傷病補償年金

（第18条の２に規

定する公務上の災

害に係るものに限

る。） 

(１) 障害厚生年金等 0.92（第１級の傷

病等級に該当する障

害に係る傷病補償年

金にあっては、

0.91） 

(２) 障害基礎年金（当該損害補償の事

由となった障害について平成24年一元

化法改正前国共済法等による障害共済

年金が支給される場合を除く。） 

0.92（第１級の傷病

等級に該当する障害

に係る傷病補償年金

にあっては、0.91） 

（略） 
 

共済年金又は厚生年金保険制度及び農

林漁業団体職員共済組合制度の統合を

図るための農林漁業団体職員共済組合

法等を廃止する等の法律（平成13年法

律第101号）附則第２条第１項第２号

に規定する旧農林共済法（以下この表

において「旧農林共済法」という。）

による障害共済年金（以下この表及び

第５項の表において「平成24年一元化

法改正前国共済法等による障害共済年

金」という。）が支給される場合を除

く。） 

２ 傷病補償年金

（第18条の２に規

定する公務上の災

害に係るものに限

る。） 

(１) 障害厚生年金等 0.91（第１級又は

第２級の傷病等級

に該当する障害に係

る傷病補償年金にあ

っては、0.90） 

(２) 障害基礎年金（当該損害補償の事

由となった障害について平成24年一元

化法改正前国共済法等による障害共済

年金が支給される場合を除く。） 

0.92（第１級の傷病

等級に該当する障害

に係る傷病補償年金

にあっては、0.91） 

（略） 
 

３・４ （略） ３・４ （略） 

５ 休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法

律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、第８条の規定にかかわら

ず、同条の規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる当該法律による年金たる

給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額（その額が当該休業補償の額

から同一の事由について支給される当該法律による年金たる給付の額（当該法律によ

る年金たる給付の数が２である場合にあっては、その合計額）を365で除して得た額

５ 休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法

律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、第８条の規定にかかわら

ず、同条の規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる当該法律による年金たる

給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額（その額が当該休業補償の額

から同一の事由について支給される当該法律による年金たる給付の額（当該法律によ

る年金たる給付の数が２である場合にあっては、その合計額）を365で除して得た額



改正後 改正前 

を控除した残額を下回る場合には、当該残額）を支給する。 を控除した残額を下回る場合には、当該残額）を支給する。 

（略） 

障害厚生年金等（当該損害補償の事由となった障害について障

害基礎年金が支給される場合を除く。） 
0.88 

（略） 
 

（略） 

障害厚生年金等（当該損害補償の事由となった障害について障

害基礎年金が支給される場合を除く。） 
0.86 

（略） 
 

６・７ （略） 

 

６・７ （略） 

 

別表（第５条関係）補償基礎額表 別表（第５条関係）補償基礎額表 

階級 

勤務年数 

10年未満 
10年以上 

20年未満 
20年以上 

（略） 

団長及び副団長 13,340 14,170 15,000 

分団長及び副分団長 11,670 12,500 13,340 

部長、班長及び団員 10,000 10,840 11,670 
 

階級 

勤務年数 

10年未満 
10年以上 

20年未満 
20年以上 

（略） 

団長及び副団長 12,900 13,700 14,500 

分団長及び副分団長 11,300 12,100 12,900 

部長、班長及び団員 9,700 10,500 11,300 
 

 



議案第43号 安曇野市介護保険条例の一部を改正する条例 

〇安曇野市介護保険条例（平成17年安曇野市条例第138号） 

改正後 改正前 

（保険料率） （保険料率） 

第２条 令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げ

る第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

第２条 令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げ

る第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

(１)～(５) （略） (１)～(５) （略） 

(６) 次のいずれかに該当する者 83,520円 (６) 次のいずれかに該当する者 83,520円 

ア 合計所得金額（地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第１項第13号に規定

する合計所得金額をいい、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第

１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第

35条第１項、第35条の２第１項、第35条の３第１項又は第36条の規定の適用があ

る場合には、当該合計所得金額から令第22条の２第２項に規定する特別控除額を

控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下

同じ。）が120万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額（地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第１項第13号に規定

する合計所得金額をいい、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第

１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第

35条第１項、第35条の２第１項、第35条の３第１項又は第36条の規定の適用があ

る場合には、当該合計所得金額から令第22条の２第２項に規定する特別控除額を

控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下

この項において同じ。）が120万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当

しないもの 

イ （略） イ （略） 

(７) 次のいずれかに該当する者 90,480円 (７) 次のいずれかに該当する者 90,480円 

ア 合計所得金額が210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないも

の 

ア 合計所得金額が210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないも

の 

イ （略） イ （略） 

(８) 次のいずれかに該当する者 104,400円 (８) 次のいずれかに該当する者 104,400円 

ア 合計所得金額が320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないも

の 

ア 合計所得金額が320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないも

の 

イ （略） イ （略） 

(９) 次のいずれかに該当する者 118,320円 (９) 次のいずれかに該当する者 118,320円 

ア 合計所得金額が420万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないも

の 

ア 合計所得金額が420万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないも

の 

イ （略） イ （略） 

(10) 次のいずれかに該当する者 132,240円 (10) 次のいずれかに該当する者 132,240円 

ア 合計所得金額が520万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないも

の 

ア 合計所得金額が520万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないも

の 

イ （略） イ （略） 

(11) 次のいずれかに該当する者 146,160円 (11) 次のいずれかに該当する者 146,160円 



改正後 改正前 

ア 合計所得金額が620万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないも

の 

ア 合計所得金額が620万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないも

の 

イ （略） イ （略） 

(12) 次のいずれかに該当する者 160,080円 (12) 次のいずれかに該当する者 160,080円 

ア 合計所得金額が720万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないも

の 

ア 合計所得金額が720万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないも

の 

イ （略） イ （略） 

(13) 次のいずれかに該当する者 167,040円 (13) 次のいずれかに該当する者 167,040円 

ア 合計所得金額が800万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないも

の 

ア 合計所得金額が800万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないも

の 

イ （略） イ （略） 

(14) （略） (14) （略） 

２～４ （略） 

 

２～４ （略） 

 

（保険料の減免） （保険料の減免） 

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認められる者

に対し、保険料を減免する。 

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認められる者

に対し、保険料を減免する。 

(１) 第１号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風

水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産につい

て著しい損害を受けたこと。 

(１) 第１号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風

水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産につい

て著しい損害を受けたこと。 

(２) 第１号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又は

その者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の

収入が著しく減少したこと。 

(２) 第１号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又は

その者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の

収入が著しく減少したこと。 

(３) 第１号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は

業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 

(３) 第１号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は

業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 

(４) 第１号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、

冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減

少したこと。 

(４) 第１号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、

冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減

少したこと。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 (５) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 

２ 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険

料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収

されている者については特別徴収対象年金給付の支払日までに、次に掲げる事項を記

２ 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険

料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収

されている者については特別徴収対象年金給付の支払日までに、次に掲げる事項を記



改正後 改正前 

載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出し

なければならない。 

載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出し

なければならない。 

(１) 第１号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住

所 

(１) 第１号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住

所 

(２) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別

徴収対象年金給付の支払に係る月 

(２) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別

徴収対象年金給付の支払に係る月 

(３) 減免を必要とする理由 (３) 減免を必要とする理由 

(４) 市長が特に必要と認めた書類 (４) 市長が特に必要と認めた書類 

３ （略） 

 

３ （略） 

附 則 附 則 

１～10 （略） １～10 （略） 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

11 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において市に住所を有しない者

を除き、令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において市に住

所を有する者（同法第294条第３項の規定により市の住民基本台帳に記録されている

者とみなされた者を含む。）に限る。次項から附則第14項までにおいて同じ。）のう

ち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年中の給与等（所得税

法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に規定する給与等をいう。以下同じ。）の収

入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満である者に限る。）の令和８年度における

保険料率の算定についての第２条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号

ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア及び第13号アに係る部分に限る。）の規定の適用

については、同項第６号ア中「合計所得金額をいい」とあるのは「合計所得金額をい

い、当該合計所得金額に所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に規定する給

与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定

によって計算した金額に令和７年中の同条第１項に規定する給与等の収入金額から55

万円を控除して得た額を加えた額によるものとし」とする。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

12 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同

年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満である者に限る。）の

令和８年度における保険料率の算定についての第２条第１項（第６号ア、第７号ア、

第８号ア、第９号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア及び第13号アに係る部分に限

る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「合計所得金額をいい」とあるのは

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



改正後 改正前 

「合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法（昭和40年法律第33号）第28条

第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額について

は、同条第２項の規定によって計算した金額に10万円を加えた額によるものとし」と

する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿ 

13 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同

年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満である者に限る。）の令和

８年度における保険料率の算定についての第２条第１項（第６号ア、第７号ア、第８

号ア、第９号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア及び第13号アに係る部分に限る。）

の規定の適用については、同項第６号ア中「合計所得金額をいい」とあるのは「合計

所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項

に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条

第２項の規定によって計算した金額に65万円から令和７年給与所得控除額（令和７年

中の同条第１項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法

等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）第１条の規定による改正前の所得税

法別表第５の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所

得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。）を控除して得た額を加えた額に

よるものとし」とする。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

14 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第２条第１項の規

定の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の

うちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、第２号又は第３号に掲げる者のいずれか

に該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市

町村民税が課されている者とみなす。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(１) 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分の保険料

の賦課期日において市に住所を有しない者を除く。）であって、令和８年度分の地

方税法の規定による市町村民税の賦課期日において市に住所を有するもの（同法第

294条第３項の規定により市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を

含む。） 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿_ 

(２) 地方税法第295条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８年度分の同

法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げ

る場合のいずれかに該当するもの 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満であり、か ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



改正後 改正前 

つ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収

入金額から55万円を控除して得た額以下である場合 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満であり、

かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場

合 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満であり、か

つ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、65万円から、同年中

の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法

律（令和７年法律第13号）第１条の規定による改正前の所得税法別表第５（以下

「別表第５」という。）の給与等の金額として、別表第５により当該金額に応じ

て求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して

得た額以下である場合 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(３) 地方税法第295条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８年度分の同

法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げ

る場合のいずれかに該当するもの 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満であり、か

つ、安曇野市税条例（平成17年安曇野市条例第81号。以下「税条例」という。）

第24条第２項に定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中

の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満であり、

かつ、税条例第24条第２項に定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た

額が10万円以下である場合 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満であり、か

つ、税条例第24条第２項に定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額

が、65万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第

５の給与等の金額として、別表第５により当該金額に応じて求めた別表第５の給

与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

15 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第２条第１項の規

定の適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる者に該当し、かつ、

同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第１号被保険者

は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（令和８年度分の保険料の減免の特例） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 



改正後 改正前 

16 市長は、第11条第１項及び第２項の規定にかかわらず、令和７年度分の地方税法の

規定による市町村民税が課されていない者であった第１号被保険者又はその属する世

帯の世帯主及び全ての世帯員について、附則第14項又は前項の規定により令和８年度

分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなされた者の状況を勘案

して特に必要があると認める者に対し、当該者の申請によらずに令和８年度分の保険

料を減免することができる。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿ 

 



議案第44号 安曇野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

〇安曇野市国民健康保険税条例（平成17年安曇野市条例第137号） 

改正後 改正前 

（納税義務者） 

第１条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。 

２ 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって、当該世帯内に国民健康

保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険

者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。 

 

（課税額） 

（納税義務者） 

第１条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。 

２ 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって、当該世帯内に国民健康

保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険

者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。 

 

（課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属

する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属

する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。 

(１) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業に要する費用（国民健

康保険法（昭和33年法律第192号）の規定による国民健康保険事業費納付金（以下

「国民健康保険事業費納付金」という。）の納付に要する費用のうち、県の国民健

康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律（昭和

57年法律第80号）の規定による後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」

という。）、介護保険法（平成９年法律第123号）の規定による納付金（以下「介

護納付金」という。）及び子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）の規定に

よる子ども・子育て支援納付金（第４号において「子ども・子育て支援納付金」と

いう。）の納付に要する費用に充てる部分を除く。）に充てるための国民健康保険

税の課税額をいう。以下同じ。） 

(１) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業に要する費用（国民健

康保険法（昭和33年法律第192号）の規定による国民健康保険事業費納付金（以下

「国民健康保険事業費納付金」という。）の納付に要する費用のうち、県の国民健

康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律（昭和

57年法律第80号）の規定による後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」

という。）及び介護保険法（平成９年法律第123号）の規定による納付金（以下

「介護納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部分を除く。）に充てるた

めの国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

(２) 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期

高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健

康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

(３) 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第９条

第２号に規定する第２号被保険者であるものをいう。以下同じ。）につき算定した

介護納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用（県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付

に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をい

う。以下同じ。） 

(２) 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期

高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健

康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

(３) 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第９条

第２号に規定する第２号被保険者であるものをいう。以下同じ。）につき算定した

介護納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用（県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付

に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をい

う。以下同じ。） 

(４) 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業

費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する特別会計において負担す

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



改正後 改正前 

る子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てる

ための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯

に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及

び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が66万円を超える場合におい

ては、基礎課税額は、66万円とする。 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯

に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及

び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が66万円を超える場合におい

ては、基礎課税額は、66万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除

く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに

被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が26万円

を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、26万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除

く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割

額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が26万円を超える場合に

おいては、後期高齢者支援金等課税額は、26万円とする。 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主（前条

第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定

した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、

当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、17万円とする。 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主（前条

第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定

した所得割額及び被保険者均等割額並びに世帯別平等割額の合算額とする。ただし、

当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、17万円とする。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主

を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並

びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する18歳以上被

保険者（地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第703条の４第30項

に規定する18歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した18歳以上被保険者

均等割額を加算した額とする。 

 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る法第314条

の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第２項の規定に

よる控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除後の総所

得金額等」という。）に100分の6.9を乗じて算定する。 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法

（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第314条の２第１項に規定する総所得

金額及び山林所得金額の合計額から同条第２項の規定による控除をした後の総所得金

額及び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に100

分の6.9を乗じて算定する。 

２ （略） 

 

２ （略） 

 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額） 

第４条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人について20,400円とする。 

 

第４条 第２条第２項の被保険者均等割額は被保険者１人について20,400円とする。 

 



改正後 改正前 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） 

第５条 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。 

第５条 第２条第２項の世帯別平等割額は、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める額とする。 

(１) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規定により被

保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同

一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属す

る世帯であって同日の属する月（以下この号において「特定月」という。）以後５

年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限

る。）をいう。次号、第５条の４、第７条の６及び第19条第１項において同じ。）

及び特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世

帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過する月ま

での間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。第３

号、第５条の４、第７条の６及び第19条第１項において同じ。）以外の世帯 

20,400円 

(１) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規定により被

保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同

一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属す

る世帯であって同日の属する月（以下この号において「特定月」という。）以後５

年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限

る。）をいう。次号、第５条の４及び第19条第１項において同じ。）及び特定継続

世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特

定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過する月までの間にある

もの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。第３号、第５条の

４及び第19条第１項において同じ。）以外の世帯 20,400円 

(２) 特定世帯 10,200円 

(３) 特定継続世帯 15,300円 

 

(２) 特定世帯 10,200円 

(３) 特定継続世帯 15,300円 

 

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） （介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第６条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所

得金額等に100分の2.2を乗じて算定する。 

 

第６条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所

得金額等に100分の2.20を乗じて算定する。 

 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第７条の３ 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の0.3を乗

じて算定する。 

 

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割

額） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿ 

第７条の４ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について900円とす

る。 

 

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

_ 

 

（18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等

割額） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿ 
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第７条の５ 第２条第５項の18歳以上被保険者均等割額は、18歳以上被保険者１人につ

いて100円とする。 

 

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割

額） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿ 

第７条の６ 第２条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額とする。 

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(１) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,000円 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

(２) 特定世帯 500円 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿_ 

(３) 特定継続世帯 750円 

 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第19条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民

健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が66万円を超える場合には、66万円）、同条第３項本

文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が26万円を超える場合には、26万円）、同条第４項本文の介護納付金課税

額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が17万円を超える

場合には、17万円）並びに同条第５項の子ども・子育て支援納付金課税額からキ及び

クに掲げる額を減額して得た額の合算額とする。 

第19条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民

健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が66万円を超える場合には、66万円）、同条第３項本

文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が26万円を超える場合には、26万円）並びに同条第４項本文の介護納付金

課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が17万円を超

える場合には、17万円）の合算額とする。 

(１) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43

万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世

帯所属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第703条の５第１項に規定する総

所得金額に係る所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に規定する給与所得

について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規

定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。）をいう。以下この号におい

て同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第703条の５第

１項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係

る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢65

歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢

65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限

る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下この条において

(１) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43

万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世

帯所属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第703条の５第１項に規定する総

所得金額に係る所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に規定する給与所得

について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規

定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。）をいう。以下この号におい

て同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第703条の５第

１項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係

る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢65

歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢

65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限

る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下この条において
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「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所

得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）を超えな

い世帯に係る納税義務者 

「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所

得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）を超えな

い世帯に係る納税義務者 

ア～カ （略） ア～カ （略） 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について 

630円 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿_ 

ク 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 700円 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

（イ） 特定世帯 350円 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿_ 

（ウ） 特定継続世帯 525円 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

(２) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43

万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世

帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所

得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険

者及び特定同一世帯所属者１人につき30万5,000円を加算した金額を超えない世帯

に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

(２) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43

万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世

帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所

得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険

者及び特定同一世帯所属者１人につき30万5,000円を加算した金額を超えない世帯

に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア～カ （略） ア～カ （略） 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について 

450円 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿_ 

ク 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 500円 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

（イ） 特定世帯 250円 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿_ 

（ウ） 特定継続世帯 375円 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

(３) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43

万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世

帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所

得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険

者及び特定同一世帯所属者１人につき56万円を加算した金額を超えない世帯に係る

(３) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43

万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世

帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所

得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険

者及び特定同一世帯所属者１人につき56万円を加算した金額を超えない世帯に係る



改正後 改正前 

納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

ア～カ （略） ア～カ （略） 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について 

180円 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿_ 

ク 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 200円 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

（イ） 特定世帯 100円 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿_ 

（ウ） 特定継続世帯 150円 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の最初の３月31

日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合における当該納税義

務者に対して課する被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につ

き算定した被保険者均等割額（前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割から、次

の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の最初の３月31

日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合における当該納税義

務者に対して課する被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につ

き算定した被保険者均等割額（前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割から、次

の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

(３) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める

額 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿ 

ア 前項第１号キに規定する金額を減額した世帯 135円 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

イ 前項第２号キに規定する金額を減額した世帯 225円 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

ウ 前項第３号キに規定する金額を減額した世帯 360円 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 450円 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第４項に規定する

出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）が属する場合における当該納税義務

者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額する

ものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）は、当該所得割額及び

被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減額し

て得た額とする。 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第４項に規定する

出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）が属する場合における当該納税義務

者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額する

ものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）は、当該所得割額及び

被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減額し

て得た額とする。 

(１)～(６) （略） (１)～(６) （略） 

(７) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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額 当該出産被保険者につき第７条の３の規定により算定した所得割額の12分の１

の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得

た額 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿ 

(８) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 当該出産被保険者につき第７条の４の規定により算定した被保険者均

等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後

の被保険者均等割額）の12分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち

当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（特例対象被保険者等に係る申告） （特例対象被保険者等に係る申告） 

第20条の２ （略） 第20条の２ （略） 

２ 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証（雇用保

険法施行規則（昭和50年労働省令第３号）第17条の２第１項第１号に規定するものを

いう。）又は雇用保険受給資格通知（同令第19条第３項に規定するものをいう。）の

提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。 

 

２ 前項の申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証（雇

用保険法施行規則（昭和50年労働省令第３号）第17条の２第１項第１号に規定するも

のをいう。）又は雇用保険受給資格通知（同令第19条第３項に規定するものをい

う。）を提示しなければならない。 

 

附 則 附 則 

１～８ （略） １～８ （略） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第33条の２第５項の配当所得等を有する場合における第３条、第５条の２、

第６条、第７条の３及び第19条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の２第５項に規定する

上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の

２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、

第19条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第

33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第33条の２第５項の配当所得等を有する場合における第３条、第５条の２、

第６条及び第19条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に

係る配当所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」

と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附

則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第19条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の２第

５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第34条第４項の譲渡所得を有する場合における第３条、第５条の２、第６

条、第７条の３及び第19条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第34条第４項の譲渡所得を有する場合における第３条、第５条の２、第６条

及び第19条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額か
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金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第

４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条

の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、

第35条第１項、第35条の２第１項、第35条の３第１項又は第36条の規定に該当する場

合には、これらの規定の適用により同法第31条第１項に規定する長期譲渡所得の金額

から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金

額」という。）の合計額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計

額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額

（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第19条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第４項に規定する長期

譲渡所得の金額」とする。 

ら同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第４項に規定する

長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若し

くは第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、

第35条の２第１項、第35条の３第１項又は第36条の規定に該当する場合には、これら

の規定の適用により同法第31条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金

額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。）

の合計額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるの

は「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第２

項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第４

項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第19条第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」

とする。 

11 （略） 11 （略） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

12 世帯主又はその世帯の属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第35条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得を有する場合における第３

条、第５条の２、第６条、第７条の３及び第19条の規定の適用については、第３条第

１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２

第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるの

は「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所

得等の金額」と、第19条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と

する。 

12 世帯主又はその世帯の属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第35条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得を有する場合における第３

条、第５条の２、第６条及び第19条の規定の適用については、第３条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２第５項に規定

する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314

条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」

と、第19条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第35条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における

第３条、第５条の２、第６条、第７条の３及び第19条の規定の適用については、第３

条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条

の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」

とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第35条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における

第３条、第５条の２、第６条及び第19条の規定の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２の２第

５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡
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に係る譲渡所得等の金額」と、第19条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡

所得等の金額」とする。 

所得等の金額」と、第19条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金

額」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第35条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第

３条、第５条の２、第６条、第７条の３及び第19条の規定の適用については、第３条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の

４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の

金額」と、第19条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第35条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第

３条、第５条の２、第６条及び第19条の規定の適用については、第３条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の４第４項に規

定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条

の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第

19条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35

条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の特例） （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の特例） 

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第33条の３第５項の事業所得又は雑所得を有する場合における第３条、第５

条の２、第６条、第７条の３及び第19条の規定の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の３第５項

に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第

314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」

と、第19条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第33条の３第５項の事業所得又は雑所得を有する場合における第３条、第５

条の２、第６条及び第19条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の３第５項に規定する土地

等に係る事業所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314条の２第２

項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第19条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の３第

５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭

和37年法律第144号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、同法第12条第５項に

規定する特例適用利子等又は同法第16条第２項に規定する特例適用利子等に係る利子

所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第５

条の２、第６条、第７条の３及び第19条第１項の規定の適用については、第３条第１

項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国

居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和37年

16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭

和37年法律第144号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、同法第12条第５項に

規定する特例適用利子等又は同法第16条第２項に規定する特例適用利子等に係る利子

所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第５

条の２、第６条及び第19条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「山林所

得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所

得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144
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法律第144号）第８条第２項（同法第12条第５項及び第16条第２項において準用する

場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この条及び第19条第１項におい

て「特例適用利子等の額」という。）の合計額から法第314条の２第２項」と、「山

林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計

額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は特例適用利子等の額」と、第19条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得

金額並びに特例適用利子等の額」とする。 

号）第８条第２項（同法第12条第５項及び第16条第２項において準用する場合を含

む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この条及び第19条第１項において「特例

適用利子等の額」という。）の合計額から法第314条の２第２項」と、「山林所得金

額の合計額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額（」

と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例

適用利子等の額」と、第19条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並

びに特例適用利子等の額」とする。 

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

17 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８

条第４項に規定する特例適用配当等、同法第12条第６項に規定する特例適用配当等又

は同法第16条第３項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得

を有する場合における第３条、第５条の２、第６条、第７条の３及び第19条第１項の

規定の適用については、第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」と

あるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律第８条第４項（同法第12条第６項及び第16条第３項において

準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下この条及び第19条第１

項において「特例適用配当等の額」という。）の合計額から法第314条の２第２項」

と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の

額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は特例適用配当等の額」と、第19条第１項中「山林所得金額」とあるのは

「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。 

17 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８

条第４項に規定する特例適用配当等、同法第12条第６項に規定する特例適用配当等又

は同法第16条第３項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得

を有する場合における第３条、第５条の２、第６条及び第19条第１項の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山

林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に

関する法律第８条第４項（同法第12条第６項及び第16条第３項において準用する場合

を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下この条及び第19条第１項において

「特例適用配当等の額」という。）の合計額から法第314条の２第２項」と、「山林

所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額

（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

特例適用配当等の額」と、第19条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに特例適用配当等の額」とする。 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

18 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第

10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び

雑所得を有する場合における第３条、第５条の２、第６条、第７条の３及び第19条の

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２

項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税

法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施

特例法」という。）第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額か

18 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第

10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び

雑所得を有する場合における第３条、第５条の２、第６条及び第19条の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」とい

う。）第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条
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ら法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山

林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用利

子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用利

子等の額」と、第19条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額」

とする。 

の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並

びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額の合

計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額

又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額」

と、第19条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税

条約等実施特例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

19 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等に係る利子

所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第３条、第５条の２、第６条、第７

条の３及び第19条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合

計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う

所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下

「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当

等の額の合計額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」と

あるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規

定する条約適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規

定する条約適用配当等の額」と、第19条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条

約適用配当等の額」とする。 

19 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等に係る利子

所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第３条、第５条の２、第６条及び第

19条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条

第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等

実施特例法」という。）第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額の合計

額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適

用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適

用配当等の額」と、第19条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の

額」とする。 

20～25 （略） 20～25 （略） 

 


